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〒569-0803 大阪府高槻市高槻町 14-13 丸西ビル 4F  TEL 072-686-5131 FAX 072-686-5090 

       E-mail toiawase@e3-partners.com  URL http://www.e3-partners.com 

・ 三原コラム（三原） 

・ 居住用財産の譲渡の特例が使えなくなる？！（上谷） 

・ 医療保険制度変更のご案内（間宮）    

・ 資金調達アドバイザーとしての業務について（柏田）    

三原コラム（三原コラム（三原コラム（三原コラム（一時払終身保一時払終身保一時払終身保一時払終身保険険険険―貯金なのに相続税非課税―貯金なのに相続税非課税―貯金なのに相続税非課税―貯金なのに相続税非課税））））（三原）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

居住用財産の譲渡の特例が使えなくなる？！居住用財産の譲渡の特例が使えなくなる？！居住用財産の譲渡の特例が使えなくなる？！居住用財産の譲渡の特例が使えなくなる？！（上谷） 
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今月号のテーマ今月号のテーマ今月号のテーマ今月号のテーマ    

居住用財産の売却に係る譲渡損失の損益通算と繰越控除制度の特例がこの年末で期限切れを迎え、年内廃止の可能

性があります。この制度は、所有期間が 5 年を超える一定の要件を満たす居住用財産を譲渡した場合、譲渡による損

失の金額は他の所得と通算でき、この通算してもなお赤字の金額が残っている場合には、翌年以降最長 3 年間繰り越

して、その年の他の所得と通算することができるというものです。この通算により、その年分の所得税・住民税は、

通算後の所得に見合った金額に軽減されます。なお、給与所得者の場合は、所得税は通算前の所得で源泉徴収されて

いますので、申告をすることにより、払いすぎた税額が還付されることになります。 

このような特例が、平成 18 年 12 月 31 日までに居住用財産を譲渡しないと適用できなくなる可能性があります。多

額の給与所得や退職所得がある場合には、譲渡損との損益通算によりかなりの金額の所得税が還付されると思われま

す。年内での廃止を考慮に入れた検討も必要かと思われます。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。 

(注)12 月に出される税制改正案によれば、適用期間延長の可能性もあります。 

最近は一部不動産やリゾート会員権などのバブルといわれます。外資の進出によるバブルのようですが、正常に戻

りつつあるという側面かもしれません。そのイメージがわかりやすいのが銀行の決算です。未曾有の利益を出してい

るのはなぜかというと、ここ数年の不良債権処理の過程で本来の姿以上の損失を出し、今になって損失を取り消すこ

とで利益になっているわけです。要するにここ数年、必要以上に過大にマイナス評価されていた物事が多いというこ

とです。 

 消費税増税の不安感はあるものの、景気は安定してきたといいますから、いわゆる不動産の値下がり傾向も一段落

でしょう。そして格差社会是正のための相続課税強化もあいまって、相続税に悩む方が増えていくと思われます。 

 不動産価値が今後上昇していく前提にたてば、いよいよ例の「相続時精算課税制度」がメリットを持ってきます。

今の安い評価で贈与しておけば大いに相続税の節税につながります。また、配偶者への贈与の特例も早めに活用する

ことがお勧めです。 

 また、最近よく実行するのが一時払終身保険の活用です。生命保険の相続税非課税枠をうまく活用するためです。

企業オーナー様の場合は会社契約で生命保険に加入しているケースがよくありますが、これは相続税の世界では退職

金の非課税枠を使うことになります。個人契約で生命保険に入っておかないと生命保険の非課税枠は使えません。 

 個人契約の生命保険加入のメリットは他にもあります。それは特定の人物に保険金を受け取ってもらえることです。

生命保険金は法律上相続財産ではなく、指定した受取人が当然に受け取るものです。したがって、保険金は遺産分割

協議の対象でもありません。法定相続人でないお孫さんを受取人にすることもよいでしょう。 

 一時払終身保険、８０歳までなら加入可能です。５年経過すれば解約しても元がとれるいわば貯金です。もちろん

終身保険ですから必ずいつかは保険金が満額入ります。しかも相続時は非課税枠を使えて！ 

 個人での保険に加入されていない方は是非ご相談下さい。 



 2

 

医療保険制度変更のご案内医療保険制度変更のご案内医療保険制度変更のご案内医療保険制度変更のご案内（社会保険労務士 間宮絵里） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

資金調達アドバイザーとしての業務について資金調達アドバイザーとしての業務について資金調達アドバイザーとしての業務について資金調達アドバイザーとしての業務について（柏田） 

平成平成平成平成 18181818 年年年年 10101010 月から以下の医療保険制度が変わりました月から以下の医療保険制度が変わりました月から以下の医療保険制度が変わりました月から以下の医療保険制度が変わりました。。。。    

「高額療養費の自己負担限度額の改正について」「高額療養費の自己負担限度額の改正について」「高額療養費の自己負担限度額の改正について」「高額療養費の自己負担限度額の改正について」    

高額療養費の自己負担限度額（※１）が改正されました。高額療養費とは、１ヶ月に医療機関等に支払った自己負

担限度額が定められた算出方法による自己負担限度額を超えたときに、請求により払い戻される制度です。 

「７０歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担金の割合の改正について」「７０歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担金の割合の改正について」「７０歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担金の割合の改正について」「７０歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担金の割合の改正について」    

世代間負担の公平化の観点から、現役並み所得を有する７０歳以上の方について、保険医療機関等の窓口で支払う

一部負担金の割合が従来の 2 割負担から 3333 割負担割負担割負担割負担に改正されました。 

「入院時生活療養費の新設「入院時生活療養費の新設「入院時生活療養費の新設「入院時生活療養費の新設について」について」について」について」    

療養病床に入院する７０歳以上の方の食費の負担額が変わるとともに、新たに居住費（光熱水費）の負担が追加さ

れます。ただし、難病等の入院医療の必要性が高い方の負担額は、変更前の額に据え置かれます。（居住費の負担

はありません。）（※２） 

「出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額の改正について」「出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額の改正について」「出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額の改正について」「出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額の改正について」    

被保険者・被扶養者である家族が出産したときに支給される一時金が１児につき 30 万円となっていましたが、今

回の改正より３５万円３５万円３５万円３５万円となりました。 

「埋葬料（費）・家族埋葬料の支給額の改正について」「埋葬料（費）・家族埋葬料の支給額の改正について」「埋葬料（費）・家族埋葬料の支給額の改正について」「埋葬料（費）・家族埋葬料の支給額の改正について」    

被保険者が死亡したときは埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の１ヶ月分（１０万円未満のときは 10 万円）、

家族がいないときは埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用（埋葬費）が、また被扶養者となって

いる家族が死亡したときは被保険者に 10 万円が支給されましたが、今回の改正により、埋葬料・家族埋葬料につ

いては一律 5555 万円万円万円万円になりました。 

 

※１、※２の負担額の詳細等は当事務所までお問い合わせ下さい。 

年の暮れも押し迫って参りましたが、皆様ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。毎度格別のご用命に預

かり厚く御礼申し上げます。 

 さて、皆様の今年一年は如何でしたでしょうか？私達イースリーパートナーズは今後も皆様に喜んで頂くため、

各スタッフが切磋琢磨し、より良いサービスを提供していきたいと考えております。来年はさらにセミナー等さら

に積極的な活動を行なっていこうを考えておりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、本状をもちまして本年末のご挨拶とさせて頂きます。 

※なお、平成 18 年 12 月 29 日から平成 19 年 1 月 4 日までは休業させて頂きます。 

私柏田は今年の 4 月から、大阪市経済局の外郭団体である財団法人大阪市都市型産業振興センターが運営する大阪

産業創造館の中小企業支援プロジェクト「あきないえーど」において、資金調達に関するご相談をお聞きする業務

を税務業務と並行して行っております。 

オンライン相談（大阪市以外も可能）や面談による相談（大阪市の事業者のみ）などを通じて、資金調達に関する

様々なお悩みを無料で承っておりますので、是非一度下記サイトをご覧下さい。 

http://www.sansokan.jp/akinai/consult 

 


